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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　食塩電解において、下記、第１工程から第４工程を含む事を特徴とする減量化された
塩水マッドの調製方法。
第１工程  原塩から塩水と沈降分離して得られる塩水マッドスラリーを生成する工程、
第２工程  塩水マッドスラリーを濃縮して、塩水と塩水マッド濃縮スラリーを分離する工
程であって、塩水マッド濃縮スラリーの払い出しラインに、塩水マッド濃縮スラリーと塩
水の境界点を判別する判別器を設置して塩水回収する、塩水と塩水マッド濃縮スラリーを
分離する工程、
第３工程  塩水マッド濃縮スラリーを酸溶解する工程、
第４工程  第３工程で生成した残渣を含む水溶液を濾別分離する工程。
【請求項２】
　　第３工程において酸溶解時のｐＨが１．５以上４以下であることを特徴とする請求項
１記載の減量化された塩水マッドの調製方法。
【請求項３】
　　第２工程において濃縮槽底部のコニカル角度が４０度以上７５度以下であり、かつ塩
水マッド濃縮スラリーを０．００５ｍ／秒以上０．１５ｍ／秒以下の線速度で払い出すこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の減量化された塩水マッドの調製方法。
【請求項４】
　　食塩電解において、下記、第１工程から第４工程を含む事を特徴とする減量化された
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塩水マッドの調製方法。
第１工程  原塩から塩水と沈降分離して得られる塩水マッドスラリーを生成する工程、
第２工程  濃縮槽底部のコニカル角度が４０度以上７５度以下であり、塩水マッドスラリ
ーを濃縮して、塩水マッド濃縮スラリーを０．００５ｍ／秒以上０．１５ｍ／秒以下の線
速度で払い出す、塩水と塩水マッド濃縮スラリーを分離する工程、
第３工程  塩水マッド濃縮スラリーを酸溶解する工程、
第４工程  第３工程で生成した残渣を含む水溶液を濾別分離する工程。
【請求項５】
　　第３工程において酸溶解時のｐＨが１．５以上４以下であることを特徴とする請求項
４記載の減量化された塩水マッドの調製方法。
【請求項６】
　　食塩電解における、沈降分離した塩水マッドスラリーを再度、沈降濃縮し、塩水マッ
ド濃縮スラリーと塩水を得る工程において、塩水マッド濃縮スラリーの払い出しラインに
、塩水マッド濃縮スラリーと塩水の境界点を判別する判別器を設置し、塩水回収すること
を特徴とする塩水マッド濃縮スラリーの調製方法。
【請求項７】
　　食塩電解における、沈降分離した塩水マッドスラリーを再度、沈降濃縮し、塩水マッ
ド濃縮スラリーと塩水を得る工程において、濃縮槽底部のコニカル角度が４０度以上７５
度以下であり、かつ塩水マッド濃縮スラリーを０．００５ｍ／秒以上０．１５ｍ／秒以下
の線速度で払い出すことを特徴とする塩水マッド濃縮スラリーの調製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　塩素及びソーダを単離する目的で食塩を電気分解する工程において、塩水精製の際に生
じる塩水マッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　化学工業においては、塩素及びソーダを単離する目的で、食塩を電気分解する方法（以
下、食塩電解と略す。）が用いられている。この食塩電解において、食塩中の不純物が除
去されるが、食塩中の不純物の多くは廃棄物として処理されている。
【０００３】
　近年、環境への関心が高まる中で、廃棄物の削減という課題の位置付けが高まってきて
おり、この食塩電解において生じる廃棄物についても、その減量、削減の取り組みが重要
になってきている。
【０００４】
　塩水マッドとは、食塩電解において塩水精製の際に生成する不純物であり、固形塩水マ
ッド、塩水マッドスラリーを含む上位概念の呼称である。
【０００５】
　固形塩水マッドとは、塩水精製の際に生成する塩水マッドスラリーを圧濾過で水分４０
から７０重量％に脱水したものをいう。塩水マッドスラリーとは、原塩中に含まれていた
不純物が析出して塩水中に懸濁した状態をいい、沈降槽で沈降分離されたスラリーをいう
。塩水マッドの主成分は炭酸カルシウム、水酸化マグネシウム、炭酸ストロンチウム、硫
酸バリウム、シリカなどであることが知られている。
【０００６】
　塩水マッドを酸溶解して減量する場合、一般的には、先ず固形塩水マッドを水で再スラ
リー化する方法が知られている。この再スラリー化した塩水マッドスラリーを酸溶解する
技術として、例えば、塩水マッド中に含有されるカルシウム、マグネシウム分よりカルシ
ウム分のみを塩化カルシウムとして回収し原料塩中に含有される硫酸根の除去に再利用す
る方法（特許文献１）や、塩酸溶解法による塩水マッド削減方法（非特許文献１）が開示
されているが、いずれの場合も、固形塩水マッドの再スラリー化について、塊を均一に再
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スラリー化する事は技術的に難しく、時間を掛けて激しく撹拌しても微細スラリーが得ら
れにくいために酸溶解効率が悪くなり、最終的に残存する塩水マッドの残渣量が多いとい
う課題があった。
【特許文献１】特開昭５５－７５９１９
【非特許文献１】杉野ら，ソーダと塩素，（８），ｐ２９６，１９７２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前述のような、食塩電解において、残存する塩水マッドの残渣量が多いとい
う従来の課題を解決し、塩水マッドを減量化する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、食塩電解において、下記、第１工程から第４工程を含む事を特徴とする塩水
マッドの減量化に関するものであり、塩水マッドをスラリー状態のまま酸溶解することに
よって塩水マッドを減量化する。
【０００９】
　即ち、本発明は、
食塩電解において、下記、第１工程から第４工程を含む事を特徴とする減量化された塩水
マッドの調製方法、
第１工程　原塩から塩水と沈降分離して得られる塩水マッドスラリーを生成する工程、
第２工程　塩水マッドスラリーを濃縮して、塩水と塩水マッド濃縮スラリーを分離する工
程、
第３工程　塩水マッド濃縮スラリーを酸溶解する工程
第４工程　第３工程で生成した残渣を含む水溶液を濾別分離する工程、である（請求項１
）、
本発明は、第３工程において酸溶解時のｐＨが１．５以上４以下であることを特徴とする
請求項１に記載の減量化された塩水マッドの調製方法である（請求項２）、
本発明は、第２工程において塩水マッド濃縮スラリーの払い出しラインに、塩水マッド濃
縮スラリーと塩水の境界点を判別する判別器を設置し、塩水回収することを特徴とする請
求項１または請求項２のいずれかに記載の減量化された塩水マッドの調製方法である（請
求項３）、
本発明は、第２工程において濃縮槽底部のコニカル角度が４０度以上７５度以下であり、
かつ塩水マッド濃縮スラリーを０．００５ｍ／秒以上０．１５ｍ／秒以下の線速度で払い
出すことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の減量化された塩水マッドの調製方
法である（請求項４）。
本発明は、食塩電解における、沈降分離した塩水マッドスラリーを再度、沈降濃縮し、塩
水マッド濃縮スラリーと塩水を得る工程において、塩水マッド濃縮スラリーの払い出しラ
インに、塩水マッド濃縮スラリーと塩水の境界点を判別する判別器を設置し、塩水回収す
ることを特徴とする塩水マッド濃縮スラリーの調製方法である（請求項５）。
本発明は、食塩電解における、沈降分離した塩水マッドスラリーを再度、沈降濃縮し、塩
水マッド濃縮スラリーと塩水を得る工程において、濃縮槽底部のコニカル角度が４０度以
上７５度以下であり、かつ塩水マッド濃縮スラリーを０．００５ｍ／秒以上０．１５ｍ／
秒以下の線速度で払い出すことを特徴とする塩水マッド濃縮スラリーの調製方法である（
請求項６）。
本発明は、食塩電解における、塩水マッド濃縮スラリーを酸溶解する工程において、酸溶
解時のｐＨが１．５以上４以下であることを特徴とする酸溶解スラリーの調製方法である
（請求項７）。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、食塩電解において、塩水マッドをスラリー状のまま濃縮、塩水と分離後
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、塩水マッド濃縮スラリーを酸溶解することによって、塩水マッドを減量化することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、食塩電解において発生する塩水マッドを減量化させることを目的とするもの
である。
【００１２】
　本発明の工程を第１工程から順に説明する。第１工程は原塩から塩水と塩水マッドスラ
リーを生成する工程である。この工程においては原塩溶解槽（図１－第１工程中の（１）
）、凝集反応槽（図１－第１工程中の（２））、沈降槽（図１－第１工程中の（３））の
順に進行する。
【００１３】
　原塩溶解槽では、原塩を５０から７５℃の温水で溶解する。原塩中には不純物としてカ
ルシウム、マグネシウムなどが含まれている。原塩溶解槽で溶解された塩水は、凝集反応
槽に送られる。ここで、「原塩」とは、食塩電解に使用する、カルシウムやマグネシウム
、ストロンチウム、シリカなどの不純物を含んだ塩化ナトリウムをいう。塩化ナトリウム
の純度としては、９０重量％以上であることが好ましい。また、「塩水」とは、水に対し
て塩化ナトリウムが高濃度で溶解した水溶液をいうが、塩化ナトリウム水溶液の濃度とし
ては３００ｇ／Ｌ以上である。
【００１４】
　凝集反応槽は、塩水中の不純物を析出させ、この析出物を凝集させる事を目的とする。
析出工程と凝集工程は、同一の反応槽で行っても、別個の反応槽で行ってもよい。これら
の反応槽に用いられる材質としては、目的を達する事ができるものであれば特に制約はな
い。凝集反応槽では、塩水中の不純物を除去する為、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム
を添加、撹拌し、炭酸カルシウム、水酸化マグネシウムなどを析出させ、次に高分子凝集
剤を添加して析出物を凝集させる。凝集反応槽で効率よく不純物を析出させるための好ま
しい具体例としては、ｐＨを１１まで上げることができる。該凝集物を含む塩水は、次工
程である沈降槽に送られる。
【００１５】
　沈降槽では、塩水中の該凝集物を沈降分離して塩水マッドスラリーと塩水を得る。沈降
分離段階での塩水マッドスラリーの濃度は本発明の減量化の効果を発現するものであれば
特に限定されるものではないが２０ｇ／Ｌから８０ｇ／Ｌのスラリー濃度であることが好
ましい。尚、沈降槽で析出物を除去した塩水は、さらに不純物を取り除く工程を経て電解
槽に供給される。塩水中の不純物を除去しないで電解槽に移送された場合には電解槽で電
圧上昇がおこるなど、食塩電解において著しい悪影響が出る。
【００１６】
　第１工程においては、原塩溶解槽、凝集反応槽、沈降槽に順に工程は進むが、これらの
各槽はそれぞれ１基単独に設置したり、各槽を数基並列または数基直列に設置することも
可能である。
【００１７】
　第２工程は、沈降分離した塩水マッドスラリーを再度、沈降濃縮し、塩水マッド濃縮ス
ラリーと塩水を得る工程に関するものである。濃縮槽（図１－第２工程の（４））におけ
る操作はバッチ操作でも連続操作でも塩水マッドスラリーを濃縮することができる。ここ
で、「濃縮」とは、塩水マッドスラリーを再度濃縮槽で沈降濃縮することを意味し、「塩
水マッド濃縮スラリー」とは、塩水マッドスラリーを濃縮槽にて沈降濃縮し、塩水と分離
したスラリーを意味する。
【００１８】
　本発明においては、塩水マッドスラリーを固形化することなく酸溶解する方法であり、
酸溶解する液量は最終的には廃棄するため、可能な限り少なくする必要があり、塩水マッ
ドスラリーを濃縮する。塩水マッド濃縮スラリーは、図１－第２工程の（４）濃縮槽に示
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す通り、濃縮槽底部より排出する。塩水については濃縮槽本体の側部より回収する。
【００１９】
　塩水マッドスラリーを濃縮する方法としては特に制限されないが、例えば、短時間で沈
降させるために、高分子凝集剤を添加、撹拌し沈降速度を高める方法を利用する事ができ
る。しかし濃縮槽では撹拌しなくても、塩水マッドスラリーを沈降槽に排出すると同時に
、または予め、高分子凝集剤を濃縮槽に添加することによって、効率的に濃縮することが
可能である。高分子凝集剤の添加量は特に制限しないが０．１ｍｇ／Ｌ以上、好ましくは
１ｍｇ／Ｌ以上、さらに好ましくは５ｍｇ／Ｌ以上である。高分子凝集剤の添加量が多い
ほど濃縮時間を短縮することができ、また、濃縮率も高めることができる。濃縮率として
は、２倍以上（塩水回収５０容積％以上）が好ましく、３倍以上（塩水回収６７容積％以
上）が更に好ましく、４倍以上（塩水回収７５容積％以上）である事が特に好ましい。こ
こで、「濃縮率」とは濃縮後のスラリー濃度と濃縮前のスラリー濃度の倍率をいう。
【００２０】
　塩水マッド濃縮スラリーのスラリー濃度は特に限定されるものではないが、４０ｇ／Ｌ
から３２０ｇ／Ｌであることが好ましく、１６０ｇ／Ｌから３２０ｇ／Ｌであることが更
に好ましい。塩水マッド濃縮スラリーの濃度が４０ｇ／Ｌから３２０ｇ／Ｌの範囲であれ
ば、本来回収すべき塩水のロスの抑制と、酸溶解時における攪拌機への負荷軽減等の不具
合抑制を両立させる事ができる。
【００２１】
　塩水マッド濃縮スラリーと塩水を分離する方法としては特に制約されないが、効率よく
分離する方法としては、濃縮槽底部の構造、濃縮槽のコニカル角度、塩水マッド濃縮スラ
リーの払い出し線速度などを選択することができる。例えば、濃縮槽の底部をコニカル構
造にする場合、コニカル部の角度としては、濃縮槽内でのスラリー堆積防止の観点から、
７５度以下である事が好ましく、更に好ましくは７０度以下、特に好ましくは６０度以下
である。コニカル角度とは図２に示す通り、底部の円錐の角度ａを意味する。また、コニ
カル部の角度の下限は特に制約はないが、濃縮槽の容積確保の経済的、及び設備装置的な
観点から４０度以上が好ましく、４５度以上である事が更に好ましい。濃縮槽で回収すべ
き塩水を効率よく回収し、かつ残存した塩水マッド濃縮スラリーが塩水回収ラインに混入
しないためには、濃縮槽での塩水マッドの残存割合（重量％）を濃縮槽に投入した塩水マ
ッドスラリーの乾燥重量に対して１５重量％以下にする事が好ましい。
【００２２】
　このような条件であれば、濃縮槽における塩水マッド濃縮スラリー中に分離すべき塩水
の混入を回避する事ができる（酸溶解する液量が増える事によって生じる、最終処理液の
廃棄量抑制による経済性）と共に、塩水回収ラインへの塩水マッド混入防止（塩水マッド
処理の効率化）を図る事ができる。
【００２３】
　また、塩水マッド濃縮スラリーの払い出し線速度を制御する方法を利用する場合、払い
出し線速度は本発明の効果を発現する範囲であれば特に制約はないが、塩水マッド濃縮ス
ラリーへの塩水の巻き込みを抑制するという観点から、好ましい払い出し線速度としては
、０．００５ｍ／秒以上０．１５ｍ／秒以下であり、０．０１ｍ／秒以上０．１０ｍ／秒
以下とすることが更に好ましく、０．０４ｍ／秒以上０．０８ｍ／秒以下の範囲が特に好
ましい。このような払い出し線速度とするための方法としては特に制約はないが、例えば
、払い出し流量と払い出し配管径を調整することができる。
【００２４】
　塩水マッド濃縮スラリーと塩水の境界点を判別する方法としては、光の透過率を指標に
して判別する方法、濃縮槽底部の液を経時的にサンプリングし目視する方法、濃縮槽の境
界液面レベルを超音波の反射によって判別する方法などがあるが、サンプリングする方法
は作業負荷が過大であり、境界液面の超音波による判別は境界液面が安定せず正確な判別
は困難である。従って、本発明においては光の透過率を指標に境界点を判別する方法を採
用した。特にレーザー透過率計を用いることが好ましい。判別器の設置場所は、塩水マッ
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ド濃縮スラリーの払い出しライン（配管）であって、これ以外の場所、例えば濃縮槽内に
設置しても透過率は安定せず、正確な境界点の判別が困難である。判別器にレーザー透過
率計を用い、塩水マッド濃縮スラリーの払い出しラインに判別器を設置した場合、塩水マ
ッド濃縮スラリーの払い出し中には、透過率はゼロ％であるが、境界点から塩水に切り替
わる途中でレーザーが透過し始めるため、塩水との境界点の判別を容易に行う事ができる
。
【００２５】
　濃縮槽での塩水マッドの残存割合（重量％）を少なくする為に、レーザー透過率を０．
１％から０．２％に設定する。この範囲では残存割合（重量％）は１５重量％以下にする
ことが可能である。濃縮槽で分離した塩水の回収先は凝集反応槽にすることが好ましい。
濃縮槽の構成は単独もしくは数基直列、または数基並列に設置し、当該操作を実施するこ
とも可能である。
【００２６】
　第３工程は、塩水マッド濃縮スラリーを酸溶解する工程に関するものである。
この工程においては、塩水マッド濃縮スラリーを溶解槽（図１―第３工程の（５））に受
け入れ、酸によって溶解し、減量化することを目的としている。
【００２７】
　塩水マッド濃縮スラリーが酸溶解できるものであれば、溶解槽の形状は特に制限されな
い。溶解槽で処理する液のｐＨ領域は１．５から１１であるため、そのｐＨでも腐食され
ない材質を使用する必要がある。溶解槽では短時間に均一に混合するため攪拌機を設置す
ることができる。攪拌翼の形状、枚数は特に制限されないが均一に混合できればよい。効
率よく混合するため、邪魔板を設置しても良い。
【００２８】
　塩水マッド減量化の程度を判断する為、酸溶解の進行状況を確認しながら行うことが好
ましい。その方法としてはｐＨを確認しながら行う方法や、経時的に溶解槽の液をサンプ
リングしてスラリー濃度を測定する方法等があるが、ｐＨを確認しながら酸溶解する方法
が好ましい。溶解槽のｐＨはガラス電極方式のｐＨ計で指示値を得ることができる。ｐＨ
計は溶解槽内に浸漬して指示値を得る方法や溶解槽内の液をｐＨ計に循環させる方法があ
る。
【００２９】
　濃縮スラリーの酸溶解に使用する酸としては、本目的を達成する事ができる酸（具体的
には難溶性の塩を生成せず、且つ塩水マッド濃縮スラリーを効果的に溶解することが出来
る酸）であれば特に制約無く使用することができるが、好ましくは、塩酸、硝酸などｐＨ
を容易に４以下にすることが可能な強酸を使用することができる。用いる酸の濃度は酸蒸
気の系外への排出抑制、効率的な酸溶解、泡立ち抑制の観点から設定することができる。
例えば塩酸や硝酸の場合には１０重量％～３０重量％の範囲である事が好ましい。更に好
ましくは１５重量％～２５重量％、特に好ましくは２０重量％～２５重量％の範囲である
。
【００３０】
　酸溶解時のｐＨが１．５以上であれば、塩水マッド濃縮スラリー中のクロレート（Ｎａ
ＣｌＯ3）分解反応は起こらないので好ましい。　酸を溶解槽に添加する速度としては、
本発明の目的が達成する範囲であれば特に制約はないが、塩素発生抑制、及び泡立ち抑制
の観点から、出来るだけゆっくりと添加する事が望ましい。好ましい添加速度としては、
４時間程度でｐＨ１１からｐＨ４まで低下する速度である。更に好ましい添加速度は６時
間程度でｐＨ１１からｐＨ４まで低下する速度である。
【００３１】
　泡立ちを抑制する方法としては、本発明の目的を達成する範囲であれば特に制約はない
が、例えば酸溶解中にシャワー散水を実施する方法を利用することが出来る。
【００３２】
　酸溶解時のスラリーのｐＨについては、溶解成分をほぼ完全に溶解させるためにｐＨ４
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以下である事が好ましく、更に好ましくはｐＨ３以下、特に好ましくはｐＨ１．５以上２
以下である。
【００３３】
　溶解槽のｐＨ値は、酸を添加する事で徐々に低下していく。このｐＨの変化に影響を与
える因子はスラリー量、スラリー濃度、スラリーの粒子径、酸濃度などがある。
【００３４】
　溶解槽内のスラリー濃度については、酸溶解のｐＨと共に減少していく。
【００３５】
　塩水マッド濃縮スラリーの粒子径については、堀場製作所製レーザー回折式粒度分布測
定装置ＬＡ－３００を用いて測定した。塩水マッド濃縮スラリー粒子のメジアン径（個数
頻度が累積５０％となる粒子径）は１０～５０μｍと比較的小さい。これに対して、固形
物をスラリー化した場合はメジアン径が０．１ｍｍ～数ｍｍ（数百μｍ～数千μｍ）と比
較的大きく、酸溶解効率に差が出る主要因となり、好ましくない。
【００３６】
　酸溶解操作まで完了した後、次工程に送液する事もできる。または酸溶解操作後に溶解
槽にて中和の操作を行った上で次工程に送液する事も可能である。中和に必要なアルカリ
は特に限定されるものではないが、通常水酸化ナトリウム水溶液が使用できる。
中和時のｐＨ変化は酸溶解時のｐＨ変化よりも比較的速い為、少量の添加量であり、中和
に必要な時間も比較的短い。アルカリの添加速度は特に制約はないが水酸化カルシウム生
成を抑制する為に、緩やかに添加する事が好ましい。好ましい添加速度は３０分程度でｐ
Ｈ１．５からｐＨ６迄、更に好ましい添加速度は６０分程度でｐＨ１．５からｐＨ６迄と
するのが良い。
【００３７】
　溶解槽から第４工程に送液を完了すれば、溶解槽のスケーリングを防止するため溶解槽
に酸を添加しｐＨ４以下まで下げる事も出来る。この操作によって溶解槽及び関連する配
管内のスケーリングは大幅に抑制できる。
【００３８】
　第４工程は、第３工程で生成した、残渣を含む水溶液を濾別分離する工程に関するもの
である。ここで、「濾別分離する」とは濾過によって、水分と未溶解固形分に分ける操作
をいう。濾過に使用する濾過器（図１－第４工程の（６））は特に限定されないが、濾布
を用いて濾過を行うフィルタープレス濾過や遠心分離方式の濾過、スクリュー方式の濾過
などが使用できる。特にフィルタープレス型の濾過器で濾別すると処理効率は高い。濾布
の材質は特に制約されないが、使用する際のｐＨによって影響を受けないという観点から
、ポリプロピレン製濾布が好ましい。
【００３９】
　濾過器に供給するスラリーの粒子径は比較的小さくメジアン径１０～５０μｍの範囲で
あって、濾過器の濾布の目詰まりを進行させる場合がある。濾過器の目詰まりの進行を抑
制するため、溶解槽に高分子凝集剤を添加し粒子径を大きくする事が好ましい。高分子凝
集剤の添加量は濾過器供給液の粒子径が大きくなる添加量であれば特に制約はないが、濾
過器供給液量に対して１～１００ｍｇ／Ｌである。
【００４０】
　本発明において濾過器に供給される液は酸溶解工程にて減量化されたスラリー、すなわ
ち酸溶解スラリーであって、酸によっても溶解しない不純物が残渣として存在している。
加えて塩化ナトリウム濃度が比較的高い為、濾過後に生成する「減量化された塩水マッド
」には、酸によって溶解しない物質を含む未溶解分及び含水中に存在する塩化ナトリウム
分が含まれる。「減量化された塩水マッド」に含まれる塩化ナトリウム分を減少させるた
めには、例えば、水洗設備を有するフィルタープレス濾過器を用いる事ができる。尚、酸
によっても溶解しない物質の一例としては砂、シリカを挙げることができる。本発明で調
製した「減量化された塩水マッド」はコンクリート原料またはセメント原料などに利用す
ることも可能である。
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【実施例】
【００４１】
　（塩水マッドスラリー濃度及び塩水マッド濃縮スラリー濃度の測定方法）
　均一に混合したスラリー５０ｍＬを採取し吸引濾過する。ろ紙はガラス繊維ろ紙（孔径
０．６μｍ）を使用した。ろ紙上の固形分を１２０℃で４時間乾燥する。次にデシケータ
ー中で３０分放冷した後、乾燥重量を測定した。スラリー濃度は１Ｌ中の乾燥重量に換算
し、ｇ／Ｌで算出した。
【００４２】
　（濃縮槽における上澄み塩水の回収割合の測定方法）
　塩水マッドスラリーを第２工程の濃縮槽に送液し、１時間静置後の塩水マッド濃縮スラ
リーの容積％を１００％から差し引いた容積割合（容積％）とする。
【００４３】
　（塩水マッド濃縮スラリーと塩水の判別方法）
　濃縮槽において塩水マッド濃縮スラリーと塩水を分離するために使用するレーザー透過
率計は株式会社キーエンス製のレーザー透過率計ＬＸ－２型を使用した。塩水マッド濃縮
スラリーと塩水の判別点は、透過率０．２％とした。濃縮槽での塩水マッド濃縮スラリー
の残存率とは、濃縮前の塩水マッドスラリー全容積に対する、判別点で残存する塩水マッ
ド濃縮スラリー容積の割合（容積％）である。
【００４４】
　塩水マッド濃縮スラリー濃度と残存率（容積％）から濃縮槽に残る割合（重量％）を換
算して表２に記載した。
【００４５】
　（ｐＨ値測定）
　ガラス電極を用いたｐＨ計（横河電機株式会社製ｐＨ８１型）で測定した。測定温度は
２５℃で行った。
【００４６】
　（溶解槽での撹拌方法）
　溶解槽での塩酸添加および水酸化ナトリウム水溶液添加中は一段プロペラ翼の攪拌機を
用いて２００回転／分で撹拌した。
【００４７】
　（酸溶解時の塩素ガス濃度）
　　酸溶解時の塩素ガス濃度（容積ｐｐｍ）は、北川式塩素ガス検知管（ＳＢ型）で測定
した。この塩素ガス検知管の検出限界は０．５容積ｐｐｍであった。
【００４８】
　（実施例１）「塩水マッド濃縮スラリーをｐＨ１．５で酸溶解、ｐＨ６まで中和した場
合の残渣量」
　第１工程の原塩溶解槽（図１－第１工程の（１））において、原塩３０００ｇを計りと
り６０℃の温水を加えて溶解させ、約３００ｇ／Ｌの塩水を得た。引き続いて第１工程の
凝集反応槽（図１－第１工程の（２））において、塩水１０Ｌに１００ｇ／Ｌ炭酸ナトリ
ウム水溶液５０ｍＬ及び３０重量％水酸化ナトリウム水溶液６ｍＬを添加し、不純物を析
出させた。析出物を含む水溶液のｐＨは最終的に１１に調整した。この不純物を析出させ
る為に一段プロペラ翼の攪拌機を用いて６０回転／分で２０分間、撹拌した。次に効果的
に不純物を分離させるために０．１重量％高分子凝集剤１０ｍＬを添加した塩水を沈降槽
（図１－第１工程の（３））に送液し１時間静置して、沈降分離した塩水マッドスラリー
を得た。塩水マッドスラリーの濃度は約５０ｇ／Ｌとなるように、沈降したスラリーを採
取した。上澄み塩水はさらに精製した後に最終的には電解槽へ供給した。
【００４９】
　第２工程の濃縮槽（図１－第２工程の（４））に予め０．１重量％高分子凝集剤１０ｍ
Ｌを添加し第１工程で得られた５０ｇ／Ｌ塩水マッドスラリー１０Ｌをコニカル角度６０
度の濃縮槽に送液し、１時間静置することによって沈降濃縮した。この段階での濃縮率は
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４倍（２５容積％まで濃縮，塩水マッド濃縮スラリー濃度２００ｇ／Ｌ）である。従って
、この段階で回収する塩水は７５容積％であった。次に払い出しの線速度を０．０４ｍ／
秒で塩水マッド濃縮スラリーを払い出した。
【００５０】
　第３工程においては、塩水マッド濃縮スラリー１Ｌを溶解槽（図１－第３工程の（５）
）に送液した。その後、塩水マッド濃縮スラリー１Ｌに２０重量％塩酸をｐＨ計の指示値
を読みとりながら４時間掛けて添加した。次に３０重量％の水酸化ナトリウム水溶液を添
加し、ｐＨを６まで中和した。
【００５１】
　第４工程において、第３工程で生成した残渣を含む水溶液を濾過器（図１―第４工程の
（６））に送液、濾過し、残渣（固形分）と水溶液に分離した。残渣重量の測定は、第３
工程で生成した残渣を含む水溶液全量を濾過により濾別し、１２０℃、４時間乾燥、放冷
後、乾燥残渣重量を測定した。塩水マッド濃縮スラリー中の乾燥マッド１００ｇ当たりの
残渣量に換算し重量（ｇ）で評価した。残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当た
りの残渣量は５．１ｇであった。酸溶解ｐＨ１．５の時に発生した塩素ガス濃度は０．５
容積ｐｐｍ以下であった。結果を表１に示す。
【００５２】
　（実施例２）「塩水マッド濃縮スラリーをｐＨ２で酸溶解、ｐＨ６まで中和した場合の
残渣量」
　第３工程に於いて、２０重量％塩酸を４時間掛けて、酸溶解ｐＨを２に変更する以外の
操作は実施例１と同様である。
【００５３】
　残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量は５．１ｇであった。酸溶
解ｐＨ２の時に発生した塩素ガス濃度は０．５容積ｐｐｍ以下であった。結果を表１に示
す。
【００５４】
　（実施例３）「塩水マッド濃縮スラリーをｐＨ３で酸溶解、ｐＨ６まで中和した場合の
残渣量」
　第３工程に於いて、２０重量％塩酸を４時間掛けて、酸溶解ｐＨを３に変更する以外の
操作は実施例１と同様である。
残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量は８．１ｇであった。酸溶解
ｐＨ３の時に発生した塩素ガス濃度は０．５容積ｐｐｍ以下であった。結果を表１に示す
。
【００５５】
　（実施例４）「塩水マッド濃縮スラリーをｐＨ４で酸溶解、ｐＨ６まで中和した場合の
残渣量」
　第３工程に於いて、２０重量％塩酸を４時間掛けて、酸溶解ｐＨを４に変更する以外の
操作は実施例１と同様である。
残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量は９．８ｇであった。酸溶解
ｐＨ４の時に発生した塩素ガス濃度は０．５容積ｐｐｍ以下であった。結果を表１に示す
。
【００５６】
　（比較例１）「塩水マッド濃縮スラリーをｐＨ１で酸溶解、ｐＨ６まで中和した場合の
残渣量」
　第３工程に於いて、２０重量％塩酸を４時間掛けて、酸溶解ｐＨを１に変更する以外の
操作は実施例１と同様である。
残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量は９．８ｇであった。酸溶解
ｐＨ１の時に発生した塩素ガス濃度は３容積ｐｐｍであった。結果を表１に示す。
【００５７】
　（比較例２）「塩水マッド濃縮スラリーをｐＨ５で酸溶解、ｐＨ６まで中和した場合の
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残渣量」
　第３工程に於いて、２０重量％塩酸を４時間掛けて、酸溶解ｐＨを５に変更する以外の
操作は実施例１と同様である。
残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量は２０ｇであった。酸溶解ｐ
Ｈ５の時に発生した塩素ガス濃度は０．５容積ｐｐｍ以下であった。結果を表１に示す。
【００５８】
　（比較例３）「固形塩水マッドを再スラリー化、ｐＨ２で酸溶解、ｐＨ６まで中和した
場合の残渣量」
　固形塩水マッド２００ｇと水１Ｌを第３工程の溶解槽（図１－第３工程の（５））に入
れ、１時間掛けて、１段プロペラ翼の攪拌機を用い、２００回転／分で再スラリー化した
。この固形塩水マッド再スラリーに２０重量％塩酸をｐＨ計の指示値を読みとりながら４
時間掛けてｐＨ２まで添加した。次に３０重量％の水酸化ナトリウム水溶液を添加し、ｐ
Ｈを６まで中和した。
【００５９】
　第４工程において、第３工程で生成した残渣を含む水溶液を濾過器（図１―第４工程の
（６））に送液、濾過し、残渣（固形分）と水溶液に分離した。残渣重量の測定は、処理
液全量を濾過により濾別し、１２０℃、４時間乾燥、放冷後、乾燥残渣重量を測定した。
塩水マッド濃縮スラリー中の乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量に換算し重量（ｇ）で評
価した。残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣量は１１ｇであった。
酸溶解ｐＨ２の時に発生した塩素ガス濃度は０．５容積ｐｐｍ以下であった。結果を表１
に示す。
【００６０】
　（比較例４）「固形塩水マッドを再スラリー化、ｐＨ３で酸溶解、ｐＨ６まで中和した
場合の残渣量」
　第３工程に於いて、２０重量％塩酸を４時間掛けて、酸溶解ｐＨを３に変更する以外の
操作は比較例２と同様である。残渣量を定量した結果、乾燥マッド１００ｇ当たりの残渣
量は１８ｇであった。酸溶解ｐＨ３の時に発生した塩素ガス濃度は０．５容積ｐｐｍ以下
であった。結果を表１に示す。
【００６１】
　（実施例５）「コニカル角度６０度の濃縮槽で濃縮，塩水マッド濃縮スラリー払い出し
線速度０．０４ｍ／秒で払い出した場合の濃縮槽での残存率」
　第２工程の濃縮槽において、塩水マッド濃縮スラリーと塩水の判別点での塩水マッド濃
縮スラリーの残存率を測定した。コニカル角度６０度の濃縮槽に５０ｇ／Ｌの塩水マッド
スラリー１０Ｌ（乾燥マッド重量５００ｇ）を送液した。１時間静置後に塩水マッド濃縮
スラリーを線速度０．０４ｍ／秒で排出した。判別器のレーザー透過率が０．２％に変化
したとき排出を停止し、濃縮槽に残る塩水マッド濃縮スラリーの容積を測定した。
【００６２】
　濃縮槽に送液した塩水マッドスラリー容積１０Ｌに対して、濃縮槽に残存する容積の割
合で評価した。さらに残存する塩水マッド濃縮スラリー濃度と残存容積から、送液した塩
水マッドスラリー（重量）に対する濃縮槽に残存する割合（重量％）を算出した。
【００６３】
　結果、１．７容積％（６．８重量％）の塩水マッド濃縮スラリーが残存した。結果を表
２に示す。
【００６４】
　（実施例６）「コニカル角度６０度の濃縮槽で濃縮，塩水マッド濃縮スラリー払い出し
線速度０．０８ｍ／秒で払い出した場合の濃縮槽での残存率」
　塩水マッド濃縮スラリーを線速度０．０８ｍ／秒で排出する以外の操作は実施例５と同
様である。
【００６５】
　結果、３．３容積％（１３重量％）の塩水マッド濃縮スラリーが残存した。結果を表２
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【００６６】
　（比較例５）「コニカル角度６０度の濃縮槽で濃縮，塩水マッド濃縮スラリー払い出し
線速度０．１６ｍ／秒で払い出した場合の濃縮槽での残存率」
　塩水マッド濃縮スラリーを線速度０．１６ｍ／秒で排出する以外の操作は実施例５と同
様である。
【００６７】
　結果、７．８容積％（３１重量％）の塩水マッド濃縮スラリーが残存した。結果を表２
に示す。
【００６８】
　（比較例６）「コニカル角度８０度の濃縮槽で濃縮，塩水マッド濃縮スラリー払い出し
線速度０．０４ｍ／秒で払い出した場合の濃縮槽での残存率」
　濃縮槽のコニカル角度が８０度である以外の操作は実施例５と同様である。
結果、５．０容積％（２０重量％）の塩水マッド濃縮スラリーが残存した。結果を表２に
示す。
【００６９】
　（比較例７）「コニカル角度８０度の濃縮槽で濃縮，塩水マッド濃縮スラリー払い出し
線速度０．０８ｍ／秒で払い出した場合の濃縮槽での残存率」
　濃縮槽のコニカル角度が８０度であり、線速度が０．０８ｍ／秒以外の操作は実施例５
と同様である。
結果、１０容積％（４０重量％）の塩水マッド濃縮スラリーが残存した。結果を表２に示
す。
【００７０】
　（比較例８）「コニカル角度８０度の濃縮槽で濃縮，塩水マッド濃縮スラリー払い出し
線速度０．１６ｍ／秒で払い出した場合の濃縮槽での残存率」
　濃縮槽のコニカル角度が８０度であり、線速度が０．１６ｍ／秒以外の操作は実施例５
と同様である。
結果、１４容積％（５６重量％）の塩水マッド濃縮スラリーが残存した。結果を表２に示
す。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
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【表２】

【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の概略フロー図
【図２】濃縮槽のコニカル角度の概略図
【符号の説明】
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【００７４】
　１　　原塩溶解槽
　２　　凝集反応槽
　３　　沈降槽
　４　　濃縮槽
　５　　溶解槽
　６　　濾過器

【図１】 【図２】
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